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議 案 説 明 
 
自議案第１０５号 

   専決処分の報告及びその承認について 
至議案第１０６号 

いずれも、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分した事件につい

て、同条第３項の規定により報告し、その承認を求めるものである。 

議案第１０５号は、令和５年度静岡市一般会計補正予算（第９号）で、年度末

に至り、静岡市土地開発公社に委託して取得する主要地方道山脇大谷線道路事業

用地費ほか１件の確定に伴う債務負担行為を変更したほか、ふるさと寄附金管理

等業務経費ほか２件の債務負担行為を廃止する予算の補正について、緊急を要し

たため専決処分したものである。 

議案第１０６号は、静岡市税条例の一部改正で、地方税法等の一部改正に伴い、

個人市民税の定額減税の実施等について、緊急を要したため専決処分したもので

ある。 

 

議案第１０７号  令和６年度静岡市一般会計補正予算（第１号） 

令和６年度静岡市一般会計補正予算（第１号）について、地方自治法第９６条

第１項第２号の規定により議会の議決を求めるものである。 

今回の補正予算は、令和６年５月２６日執行の静岡県知事選挙及び静岡県議

会議員補欠選挙に要する経費を計上した。 

この結果、補正予算の総額は、279,000 千円の増額となった。 

追加したものは、選挙費 279,000 千円である。 

この財源として、県支出金 279,000 千円を充当した。 

以上の補正額を加えた累計予算額は、353,739,000 千円となる。 
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議案第１０５号 
 
   専決処分の報告及びその承認について 

 
 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和５年度静岡市一般会計補正予算（第９号）

について、別紙のとおり専決処分したから、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 
  令和６年４月２５日提出 
 

静岡市長 難 波 喬 司     
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専決第１号 
専 決 処 分 書 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和５年度静岡市一般会計補正予算（第９号）

について、次のとおり専決処分する。 
  令和６年３月２９日 
 

静岡市長 難 波 喬 司     
 
   
  令和５年度静岡市の一般会計の補正予算（第９号） 

令和５年度静岡市の一般会計の補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 （債務負担行為の補正） 

第１条 債務負担行為の変更及び廃止は、「第１表 債務負担行為補正」による。 
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第１表　　債務負担行為補正

（変　更）

区分 事　　　　　　　項 期　　間 限　　度　　額

変 自令和６年度

更

前 至令和９年度

変 自令和６年度

更

後 至令和７年度

変 自令和６年度

更

前 至令和９年度

変 自令和６年度

更

後 至令和７年度

静 岡 市 土 地 開 発 公 社 に 委 託
し て 取 得 す る 日 出 町 高 松 線
外 11 路 線 街 路 事 業 用 地 費
（ 令 和 ５ 年 度 分 ）

静 岡 市 土 地 開 発 公 社 に 委 託
し て 取 得 す る 日 出 町 高 松 線
外 ４ 路 線 街 路 事 業 用 地 費
（ 令 和 ５ 年 度 分 ）

３００，０００千円
及び利子相当額

４９，５５４千円
及び利子相当額

１，１００，０００千円
及び利子相当額

５３０，７５２千円
及び利子相当額

静岡市土地開発公社に委託して
取得する主要地方道山脇大谷線
道 路 事 業 用 地 費
（ 令 和 ５ 年 度 分 ）

静岡市土地開発公社に委託して
取得する主要地方道山脇大谷線
道 路 事 業 用 地 費
（ 令 和 ５ 年 度 分 ）
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（廃　止）

事　　　　　　　項 期　　間 限　　度　　額

自 令 和 ６ 年度

至 令 和 ８ 年度

自 令 和 ６ 年度

至 令 和 ９ 年度

令 和 ２ ３ 年度

ふ る さ と 寄 附 金
管 理 等 業 務 経 費

　令和６年度から令和８年度の各年度に
おける返礼品の調達、配送に要する額及
び各年度の寄附額の合計額に100分の8を
乗じて得た額（消費税及び地方消費税を
含む）に相当する額。

静 岡 市 民 文 化 会 館
再 整 備 事 業 費

海 洋 文 化 施 設
整 備 事 業 費

　１２，３７８，０００千円

１６，９６０，０００千円に金利変動、
物価変動及び需要変動による増減額（当
該増減額に係る消費税及び地方消費税を
含む。）並びに消費税及び地方消費税の
税率の引上げによる増額を加算した額。
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令 和 ５ 年 度 静 岡 市 一 般 会 計 

補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 
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期間 金　　　額期間 金　　　額 国県支出金 市　債 その他

千円 年度 千円 年度 千円 千円 千円 千円 千円

静岡市土地開発公社に
委 託 し て 取 得 す る
主要地方道山脇大谷線
道 路 事 業 用 地 費
（ 令 和 ５ 年 度 分 ）

49,554
及び

利子相当額

6
～

７

49,554
及び

利子相当額
27,254 20,000 0

2,300
及び

利子相当額

静岡市土地開発公社に
委 託 し て 取 得 す る
日出町高松線外４路線
街 路 事 業 用 地 費
（ 令 和 ５ 年 度 分 ）

530,752
及び

利子相当額

6
～

７

530,752
及び

利子相当額
284,787 221,200 0

24,765
及び

利子相当額

左　の　財　源　内　訳

特　定　財　源

一般財源

債務負担行為調書

（変　更　後）

事　　　項 限 度 額

４年度末までの
支   出   額

５年度以降の
支出（予定）額
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令 和 ６ 年 度 静 岡 市 一 般 会 計 

予 算 事 項 別 明 細 書 
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期間金　　　額期間 金　　　額 国県支出金 市　債 その他

千円 年度 千円 年度 千円 千円 千円 千円 千円

静岡市土地開発公社に
委 託 し て 取 得 す る
主要地方道山脇大谷線
道 路 事 業 用 地 費
（ 令 和 ５ 年 度 分 ）

49,554
及び

利子相当額

6
～
７

49,554
及び

利子相当額
27,254 20,000 0

2,300
及び

利子相当額

静岡市土地開発公社に
委 託 し て 取 得 す る
日出町高松線外４路線
街 路 事 業 用 地 費
（ 令 和 ５ 年 度 分 ）

530,752
及び

利子相当額

6
～
７

530,752
及び

利子相当額
284,787 221,200 0

24,765
及び

利子相当額

左　の　財　源　内　訳

特　定　財　源

一般財源

債務負担行為調書

事　　　項 限 度 額

５年度末までの
支   出   額

６年度以降の
支出（予定）額
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議案第１０６号 

 

   専決処分の報告及びその承認について 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、静岡市税条例の一部改正について、次のとおり

専決処分したから、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和６年４月２５日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

専決第２号 

専 決 処 分 書 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、静岡市税条例の一部を改正する条例を定めるこ

とについて、次のとおり専決処分する。 

  令和６年３月３０日 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

   静岡市税条例の一部を改正する条例 

 静岡市税条例（平成15年静岡市条例第102号）の一部を次のように改正する。 

附則第16条の４の次に次の３条を加える。 

 （令和６年度分の個人の市民税の所得割の特別税額控除） 

第16条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第４項及び第５項に規定

するところにより控除すべき市民税に係る令和６年度分特別税額控除額を、前年の合計所得

金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者（次条及び附則第16条の７において「特別税

額控除対象納税義務者」という。）の第20条、第22条から第23条の３まで、附則第13条第２項、

附則第16条第１項、附則第16条の３の２第１項、前条及び附則第18条の規定を適用した場合

の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第23条第２項、第40条の５第１項及び前条の規定の

適用については、第23条第２項及び前条中「附則第５条の６第２項」とあるのは「附則第５

条の６第２項及び第５条の８第６項」と、第40条の５第１項中「課した」とあるのは「附則
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第16条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とある

のは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあ

るのは「、附則第16条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」と

する。 

 （令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例） 

第16条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載すべき各

納期の納付額については、次に定めるところによる。 

（１）特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額（前

条第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の

額をいう。）、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額（法附則第５条の８第１

項及び第２項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民

税の額をいう。）及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額（以下この号において「特別

税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。）からその者の普通徴収に係る個

人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の

合算額を控除した額（以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除

額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を４で除して

得た金額（当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満

であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割

金額」という。）に３を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の

住民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「第１期分金額」とい

う。）に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第31条第１項

に規定する第１期の納期（以下この項、次項及び次条第１項において「第１期納期」とい

う。）においてはその者の第１期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税

額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。 

（２）特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者

の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額

に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期におい

てはないものとし、第31条第１項に規定する第２期の納期（以下この項及び次条第１項に

おいて「第２期納期」という。）においてはその者の第１期分金額とその者の分割金額との

合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第

31条第１項に規定する第３期の納期（以下この項において「第３期納期」という。）及び同
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条第１項に規定する第４期の納期（以下この項において「第４期納期」という。）において

はその者の分割金額とする。 

（３）特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者

の第１期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額

とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知

書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期及び第２期納期においてはないものとし、

第３期納期においてはその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額と

の合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、

第４期納期においてはその者の分割金額とする。 

（４）特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者

の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、

当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期、第２期納期及び第３期納期

においてはないものとし、第４期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の

額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。 

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第40条第１項の規定により普通徴収の方法

によって徴収されることとなったものを除く。）を同項の規定により普通徴収の方法によって

徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。 

（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例） 

第16条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第40条の２第１項の規定により特別徴収の

方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税（第３項において「年金

所得に係る特別徴収の個人の市民税」という。）の額及び同条第２項の規定により普通徴収の

方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額については、次に定

めるところによる。 

（１）特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額（附

則第16条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される第40条の２第１項に

規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課

徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第５号において同じ。）の合算額（以下こ

の号及び第５号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。）をい

う。以下この号及び第３項第１号において同じ。）からその者の年金所得に係る所得割額及

び均等割額の合算額を控除した額（以下この項及び第３項において「年金所得に係る個人

の市民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個
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人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前

の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額

の２分の１に相当する額をいう。以下この号において同じ。）を控除した額をいう。以下こ

の号において同じ。）を２で除して得た金額（当該金額に1,000円未満の端数があるとき、

又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた

金額。以下この項において「第２期分金額」という。）をその者の特別税額控除前の普通徴

収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「第１

期分金額」という。）に満たない場合には、第１期納期及び第２期納期に普通徴収の方法に

よって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項において「普

通徴収対象税額」という。）並びに第40条の３に規定する特別徴収対象年金給付の支払をす

る際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額

（以下この項及び第３項において「特別徴収対象税額」という。）は、第１期納期において

はその者の第１期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

を控除した残額に相当する税額、第２期納期においてはその者の第２期分金額に相当する

税額、当該年度の初日の属する年の10月１日から11月30日までの間においてはその者の特

別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を３で除して得た金額（当該金額に100

円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又

はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に２を乗じて得

た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に

相当する金額（以下この項において「10月分金額」という。）に相当する税額、同年12月１

日から翌年の３月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

（２）特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の第２期分金額と

の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期に

おける税額はないものとし、第２期納期においてはその者の第１期分金額とその者の第２

期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控

除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月１日から11月30日までの間

においてはその者の10月分金額に相当する税額、同年12月１日から翌年の３月31日までの

間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

（３）特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第１
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期分金額、その者の第２期分金額及びその者の10月分金額の合計額に満たない場合には、

普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期における税額はな

いものとし、当該年度の初日の属する年の10月１日から11月30日までの間においてはその

者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の10月分金額の合計額からその者の

年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年

12月１日から翌年の３月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

（４）特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の10月分金額の合計額以上であり、

かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の10月分金額及びその者の

分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１

期納期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月１日から11月30日までの間

における税額はないものとし、同年12月１日から翌年の１月31日までの間においてはその

者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の

合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に

相当する税額、同年２月１日から３月31日までの間においてはその者の分割金額に相当す

る税額とする。 

（５）特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額

の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及

び第２期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月１日から翌年の１月31日までの間に

おける税額はないものとし、同年２月１日から３月31日までの間においてはその者の年金

所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第40条の４の規定の適用については、同条第２項中 

「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月１日から翌年の３月31日 

までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で 

除して得た額」とあるのは、「附則第16条の７第１項各号に規定する特別徴収の方法によって 

徴収すべき額」とする。 

３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額（第１

項の規定の適用があるものを除く。）については、次に定めるところによる。 

（１）特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に
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係る個人の市民税の額から第40条の５第１項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を

控除した額をいう。以下この号において同じ。）を３で除して得た金額（当該金額に100円

未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又は

その全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に２を乗じて得た

金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相

当する金額（以下この項において「10月分金額」という。）に満たない場合には、特別徴収

対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月１日から11月30日までの間においてはその

者の10月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除し

た残額に相当する税額、同年12月１日から翌年の３月31日までの間においてはその者の分

割金額に相当する税額とする。 

（２）特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の10月分金額以上であり、かつ、その者の10月分金額とその者の分割金額との合計額

に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月１日から11

月30日までの間における税額はないものとし、同年12月１日から翌年の１月31日までの間

においてはその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係

る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月１日から

３月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

（３）特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の10月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合には、特別徴収対象税額

は、当該年度の初日の属する年の10月１日から翌年の１月31日までの間における税額はな

いものとし、同年２月１日から３月31日までの間においてはその者の第40条の５第２項の

規定により読み替えられた第40条の２第１項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相

当する税額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第40条の４の規定の適用については、同条第２項中

「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月１日から翌年の３月31日

までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で

除して得た額」とあるのは、「附則第16条の７第３項各号に規定する特別徴収の方法によって

徴収すべき額」とする。 

５ 令和６年度分の個人の市民税につき第40条の６第１項の規定の適用がある場合については、

前各項の規定は、適用しない。 

 附則第17条第２項中「前条」を「附則第16条の４」に改め、同条第３項中「第23条の３第１
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項」の次に「、附則第16条の５第１項及び前条」を加え、「同項中」を「第23条の３第１項中」

に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、附則第16条の５第１項中「前条及

び」とあるのは「前条、附則第17条第２項及び」と、前条中「附則第16条の４及び」とあるの

は「附則第16条の４、次条第２項及び」とする」に改める。 

附則第19条の２第９項中「附則第15条第25項第２号イ」を「附則第15条第25項第３号イ」に

改め、同条第10項中「附則第15条第25項第２号ロ」を「附則第15条第25項第３号ロ」に改め、

同条第11項中「附則第15条第25項第２号ハ」を「附則第15条第25項第３号ハ」に改め、同条第

12項中「附則第15条第25項第３号イ」を「附則第15条第25項第４号イ」に改め、同条第13項中

「附則第15条第25項第３号ロ」を「附則第15条第25項第４号ロ」に改め、同条第14項中「附則

第15条第25項第３号ハ」を「附則第15条第25項第４号ハ」に改め、同条第16項を削り、同条第

17項中「附則第15条第33項」を「附則第15条第32項」に改め、同項を同条第16項とし、同条第

18項中「附則第15条第38項」を「附則第15条第37項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第

19項中「附則第15条第42項」を「附則第15条第41項」に改め、同項を同条第18項とし、同条第

20項を同条第19項とし、同条第21項を同条第20項とする。 

附則第20条第８項中「附則第７条第８項各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同条第

９項中「附則第７条第９項各号」を「附則第７条第10項各号」に改め、同条第10項中「附則第

７条第10項各号」を「附則第７条第11項各号」に改め、同条第11項中「附則第７条第11項各号」

を「附則第７条第12項各号」に改め、同条第12項中「附則第７条第16項各号」を「附則第７条

第17項各号」に改め、同条第13項中「附則第７条第17項」を「附則第７条第18項」に改める。 

附則第22条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度ま

で」に改める。 

附則第23条の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令和７年度又は令和８年度」に改

め、同条第１項中「令和４年度分又は令和５年度分」を「令和７年度分又は令和８年度分」に

改め、同条第２項中「令和４年度適用土地又は令和４年度類似適用土地」を「令和７年度適用

土地又は令和７年度類似適用土地」に、「令和５年度分」を「令和８年度分」に改める。 

附則第24条の前の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年

度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の固定資産税にあっては、100分の2.5）」及

び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削り、

同条第２項及び第３項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から令和８年度ま

での各年度分」に改め、同条第４項及び第５項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和
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６年度から令和８年度まで」に改める。 

附則第25条中「（令和３年法律第７号）附則第14条第１項」を「（令和６年法律第４号）附則

第21条第１項」に、「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に

改める。 

附則第27条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度ま

で」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に改め、「。以下この条において同じ。」及び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度

分の固定資産税の課税標準額）」を削る。 

附則第28条第４項を削る。 

附則第28条の２第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度

まで」に改め、「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」

を削り、同条第２項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から令和８年度まで

の各年度分」に改める。 

附則第30条中「又は第４項」を削る。 

附則第33条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に改め、同条第２項中「令和６年３月31日」を「令和９年３月31日」に改める。 

附則第35条中「第31項から第33項まで、第35項、第38項若しくは第39項」を「第31項、第32

項、第34項、第37項若しくは第38項」に改める。 

附則第35条の２第２項を削り、同条第３項中「附則第15条第33項」を「附則第15条第32項」

に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項中「附則第15条第38項」を「附則第15条第37項」

に改め、同項を同条第３項とする。 

附則第36条の前の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年

度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の都市計画税にあっては、100分の2.5）」及

び「（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を削り、

同条第２項及び第３項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から令和８年度ま

での各年度分」に改め、同条第４項及び第５項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和

６年度から令和８年度まで」に改める。 

附則第37条中「（令和３年法律第７号）附則第14条第１項」を「（令和６年法律第４号）附則

第21条第１項」に、「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に

改める。 
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附則第38条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度ま

で」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に改め、「。以下この条において同じ。」及び「（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度

分の都市計画税の課税標準額）」を削る。 

附則第39条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に改め、「（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を削

り、同条第３項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から令和８年度までの各

年度分」に改める。 

附則第40条の３第３項に次の１号を加える。 

（５）附則第16条の５の規定の適用については、附則第16条の５第１項中「所得割の額」とあ

るのは、「所得割の額並びに附則第40条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とす

る。 

附則第41条第３項に次の１号を加える。 

（６）附則第16条の５の規定の適用については、附則第16条の５第１項中「所得割の額」とあ

るのは、「所得割の額並びに附則第41条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第42条第３項に次の１号を加える。 

（６）附則第16条の５の規定の適用については、附則第16条の５第１項中「所得割の額」とあ

るのは、「所得割の額並びに附則第42条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第45条第５項に次の１号を加える。 

（６）附則第16条の５の規定の適用については、附則第16条の５第１項中「所得割の額」とあ

るのは、「所得割の額並びに附則第45条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第46条第２項に次の１号を加える。 

（６）附則第16条の５の規定の適用については、附則第16条の５第１項中「所得割の額」とあ

るのは、「所得割の額並びに附則第46条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第52条第２項に次の１号を加える。 

（６）附則第16条の５の規定の適用については、附則第16条の５第１項中「所得割の額」とあ

るのは、「所得割の額並びに附則第52条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 附則第52条の２第２項に次の１号を加える。 

（６）附則第16条の５の規定の適用については、附則第16条の５第１項中「所得割の額」とあ

るのは、「所得割の額並びに附則第52条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とす

る。 
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 附則第52条の２第５項に次の１号を加える。 

（６）附則第16条の５の規定の適用については、附則第16条の５第１項中「所得割の額」とあ

るのは、「所得割の額並びに附則第52条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」

とする。 

 附則第53条第２項に次の１号を加える。 

（６）附則第16条の５の規定の適用については、附則第16条の５第１項中「所得割の額」とあ

るのは、「所得割の額並びに附則第53条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 附則第53条第５項に次の１号を加える。 

（６）附則第16条の５の規定の適用については、附則第16条の５第１項中「所得割の額」とあ

るのは、「所得割の額並びに附則第53条第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とす

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の静岡市税条例（第４項において「新

条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の固定資産税

について適用し、令和５年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 平成29年４月１日から令和６年３月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法

律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号。第

５項において「旧法」という。）附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定す

る特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお

従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

４ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定は、令和６年度以後の年度分の都市計画税に

ついて適用し、令和５年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

５ 平成29年４月１日から令和６年３月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規定す

る政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課

する都市計画税については、なお従前の例による。 
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議案第１０７号 

 

 令和６年度静岡市一般会計補正予算（第１号） 

 

 令和６年度静岡市一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７９，０００千円を増額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３５３，７３９，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は､「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和６年４月２５日提出 
 

静岡市長  難 波 喬 司     
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第１表　　歳入歳出予算補正

千円 千円 千円

18 県 支 出 金 20,911,641 279,000 21,190,641

3 県 委 託 金 1,261,903 279,000 1,540,903

353,460,000 279,000 353,739,000

千円 千円 千円

2 総 務 費 34,070,053 279,000 34,349,053
　 　

5 選 挙 費 402,159 279,000 681,159

353,460,000 279,000 353,739,000歳　　出　　合　　計

歳　　　　　　　出

△印は減

款 項 補 正 前 の 額 補　正　額 計

歳　　　　　　　入

歳　　入　　合　　計

△印は減

款 項 補 正 前 の 額 補　正　額 計
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